
                           

  建設工事請負契約の締結に関する契約（案） 

 

 

 

 南富良野町(以下「発注者」という。)と       （以下「受注者」という。）とは 

道の駅再編整備に伴う物産センター改修工事（建築主体工事） に係る請負契約の締結に

ついて、次の条項により契約を締結する。 

 

 

（請負契約の締結） 

第１条 発注者と受注者は、頭書の工事について南富良野町議会において議決されたとき

は、別紙契約書案により当該工事の請負契約を締結するものとする。 

 

（権利譲渡の禁止） 

第２条 受注者は、この契約により生ずる権利義務を他に譲渡してはならない。 

 

（契約の解除） 

第３条 発注者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 

(１) 受注者が前条の規定に違反したとき。 

 (２) 受注者が当該工事請負契約に関し、南富良野町議会において議決された旨発注

者から通知を受けた日から７日以内に当該工事に係る請負契約を締結しないとき。 

 

（違 約 金） 

第４条 受注者の責に帰すべき理由によりこの契約を解除した場合において、受注者の納

付した入札保証金のあるときは、これを発注者の帰属とし、入札保証金のないとき

は、別紙契約書案に記載された契約金額の１００分の５に相当する額を違約金とし

て発注者に納付しなければならない。 

  ２ 受注者は、南富良野町議会の議決を得られないために当該工事に係る請負契約を

締結することができない場合において生ずるいっさいの損害の賠償を請求しない

ものとする。 

 

収入印紙 

 

２００円 



（契約の効力） 

第５条 この契約は、第１条の規定により当該工事の請負契約を締結し、又は南富良野町

議会において当該工事の請負契約の締結に関し議決されないこととなるまでの間

は、その効力を有するものとする。 

 

（補   則） 

第６条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者が協議のう

え定めるものとする。この契約を証するため本書３通を作成し、当事者記名押印の

うえ、各１通を保有する。 

 

 

    令和 ６年 ６月  日 

 

 

発注者       空知郡南富良野町字幾寅８６７番地 

                      南富良野町長  髙 橋  秀 樹 

 

 

受注者                          

  住 所    

        

氏 名  

                       

                       

 

 


